[bookmark: _Hlk211854230]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請日　令和　　年　　月　　日
公益財団法人秋田県ふるさと定住機構
理　事　長　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　           住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　             氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

就職面談会等参加に係る交通費助成金交付申請書

　このことについて、面談会等の参加にあたって経費を支出したので、就職面談会等参加に係る交通費助成金交付要綱第６条の規定に基づき、助成金の交付を申請します。

１　参加した面談会等の開催日　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　月　　日　　
２　参加した面談会等の名称　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３　面談した事業所名（複数の場合はいずれか１社）　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　
４　交付申請額（領収書等の合計額、又は上限20,000円） 　　　金　　　　　　　　　　円　　
５　指定振込口座　
銀行振込
	金融機関名
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（本支店）
	店　番
（支店コード)
	預金
種目
	口座番号
	（フリガナ）
口座名義人
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当座
	

	

	

	

	

	

	

	（　　　　　　　　）



・口座番号は右詰めとし、口座名義は本人名義としてください。
・金融機関名は省略せず「通帳記載の名称」を記載してください。
※ゆうちょ銀行の場合は、振込先の店名・預金種目・口座番号が必要です。通帳の３ページ目に振込先の店名・預金種目・口座番号の記載がありますのでそちらをご記入ください。
　《ゆうちょ銀行で、振込先の店名等の記載がない通帳をお持ちの方》
次の記載欄に通帳に記載されている記号・番号を全てご記入ください。　
記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口座名義人（フリガナ）　


－


－





※申請期限は面談会開催日から１４日以内です。（郵送の場合は当日消印有効）
期間が過ぎてしまった場合は助成の対象となりません。
電子メールで申請書類を提出する場合

申請書や領収書等の原本全てを撮影した画像やPDF等電子データを添付のうえ、次のアドレスまで送信ください。
info@furusato-teiju.jp
交通費助成金担当者　宛
郵送で申請書類を提出する場合
（消印有効）
〒０１０－１４１３
秋田市御所野地蔵田三丁目１番１号　
秋田テルサ３F
公益財団法人秋田県ふるさと定住機構
交通費助成金担当者　宛

交通費助成に関するお問い合わせ先
公益財団法人秋田県ふるさと定住機構　　交通費助成金担当
電話：018-826-1731　　　メール：info@furusato-teiju.jp
あきた就職ナビの「お問い合わせ」からでも受け付けています

